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「以和貴苑指定居宅介護支援事業所」重要事項説明書  

 

 

 

 

 

 

 

当事業所はご契約者に対して指定居宅介護支援サービスを提供します。事業所の概要や提供される 

サービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

１．事業者 

（１）法 人 名       社会福祉法人 以和貴会 

（２）法人所在地     鹿児島県鹿屋市串良町細山田５９０２番地３ 

（３）電 話 番 号    ０９９４－６２－２４３０ 

（４）代表者氏名       理事長  西丸 晴彦 

（５）設 立 年 月       昭和６０年５月１日 

 

２．事業所の概要 

（１）事 業 所 の 種 類  指定居宅介護支援事業所 

（２）事 業 の 目 的  介護保険法の理念に基づき、要介護者が可能な限り居宅において、その有 

する能力に応じて自立した生活を営むことができるよう、適切な居宅サー 

ビス計画を作成し、サービス計画が確実に提供されるよう事業者との連 

携・調整を行う。    

（３）事 業 所 の 名 称   社会福祉法人以和貴会 以和貴苑指定居宅介護支援事業所 

平成１２年２月１４日指定              

（４）事業所の所在地   鹿児島県鹿屋市串良町下小原３１０３番地２ 

（５）電 話 番 号    ０９９４－６２－８８８１ 

（６）事 業 所 長 氏 名   所長 西丸 晴彦 

（７）事業所の運営方針  要介護者が居宅で自立した日常生活を営むために必要な保健・医療サービ

ス及び福祉サービスが、多様な事業所から総合的かつ効率的に利用できる

よう、要介護者の希望に沿ったサービス計画の作成や、その他の便宜の提

供を行う。また、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立

って利用者に提供される居宅サービス等が、特定の種類または特定の居宅

サービス事業者に不当に偏することのないよう公正中立に行う。 

（８）開設年月           平成１２年４月１日 

 

 

３．営業日及び営業時間 

（１）営業日及び営業時間      

営業日  12 月 31 日・1 月 1 日を除く月曜日～土曜日（祝祭日は営業実施） 

休 日  日曜日（緊急時は対応） 

サービス提供時間帯  ８時３０分 ～ １７時３０分   

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（鹿屋市指定 第 4677100044 号） 
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４．職員の体制 

 当事業所では、ご契約者に対して指定居宅介護支援サービスを提供する職員として、以下の職種の職

員を配置しています。 

<主な職員の配置状況> ※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

区 分 常 勤 非常勤 合 計 業務内容 

管   理  者  

主任介護支援専門員（兼務） 
１名 0 名 １名 

事業所職員業務管理 

居宅介護支援業務 

予防給付介護支援業務(委託) 

介護支援専門員の育成・指導業務 

主任介護支援専門員兼 

介護支援専門員 
１名 0 名 １名 

介護支援専門員の育成・指導業務 

居宅介護支援業務 

予防給付介護支援業務（委託） 

介護支援専門員 3 名 0 名 3 名 
居宅介護支援業務 

予防給付介護支援業務（委託） 

事 務 員（兼 務） １名 0 名 １名 一般事務 

 

５．サービスの内容と利用料金 

当事業所では、居宅介護支援として次のサービスを提供します。 

 

（１）サービスの内容 

 

① 居宅サービス計画の作成 

◇介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当します。 

◇居宅サービス計画の作成の開始にあたって、指定居宅サービス事業者等に関するサービス

の内容、利用料等の情報を適正に契約者又はその家族等に対して提供して、ご契約者にサ

ービスの選択を求めます。 

◇介護支援専門員は、ご契約者及びその家族の置かれた状況等を考慮して、契約者に提供さ

れるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居

宅サービス計画の原案を作成します。 

◇介護支援専門員は、前項で作成した居宅サービス計画の原案に盛り込んだ指定居宅サービス等につ

いて、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等についてご契約者

及びその家族等に対して説明し、契約者の同意を得た上で決定するものとします。 

 

② 公正中立なケアマネジメントの確保 

◇利用者の意思に基づいた契約であることを確保するため、利用者やその家族に対して、利用者はケ

アプランに位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求める事が可能である

ことや当該事業所ケアプランに位置付けた理由を求める事が可能であることを説明します。 

 

③ 居宅サービス計画作成後の便宜の供与 

◇状況把握のため、少なくとも月１回以上の訪問を行い、居宅サービス計画の実施状況の確認を行い

ます。 

◇ご契約者及びそのご家族や、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、意向に基づいた

適切なサービスを提供します。 
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◇居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう居宅サービス事業者等との連絡調整

を行います。 

◇ご契約者の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行います。 

 

④ 医療と介護の連携の強化 

◇入院時における医療機関との連携 

1）利用者等に対して、入院時の担当ケアマネジャーの氏名等を入院先医療機関に提供するよう依

頼します。 

◇退院・退所の在宅生活への移行に向けた医療機関との連携促進 

◇平時からの医療機関との連携促進 

1）利用者が医療系サービスの利用を希望している場合などは、利用者の同意を得て主治の医師等

の意見を求めることとされているが、この意見を求めた主治の医師等に対してケアプランを交付

します。 

2）訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリング等の際

にケアマネジャー自身が把握した利用者の状況等について、ケアマネジャーから主治の医師や歯

科医師、薬剤師に必要な情報伝達を行います。 

  

⑤ 居宅サービス計画の変更 

◇ご契約者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必

要と判断した場合は、事業者とご契約者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。 

 

⑥ 介護保険施設の紹介 

◇ご契約者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又はご契約者が介

護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行

います。 

  

⑦ 障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携 

◇障害福祉サービスを利用してきた障害者が介護保険サービスを利用する場合等における、ケアマネ

ジャーと障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携を促進するため、指定居宅介護支援事業者

が特定相談支援事業者との連携に努めます。 

 

⑧ 質の高いケアマネジメントの推進 

◇ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、前 6 ヵ月間に作成したケアプランにおける

訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの割合、同一事業所によっ

て提供されたものの割合について、利用者様に説明を行うとともに、介護サービス情報公表制度に

おいて公表させていただきます。（別紙１にて説明し同意を得るものとする） 
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（２）サービス利用料金   

①居宅介護支援に関するサービス利用料金は以下の通りですが、介護保険から給付されますので、ご

契約者の利用料負担はありません。 

居宅介護支援費（Ⅰ） 

要介護１・２     １０，８６０円    要介護３・４・５   １４，１１０円 

加  算 加算額(月) 算 定 要 件 

初回加算 ３，０００円 

新規に居宅サービス計画を作成する場合や、要支援者が要介

護認定を受け居宅サービス計画を作成する場合。要介護状態

区分が２区分以上変更された場合。 

入院時情報連携加算(Ⅰ) ２，５００円 

利用者が病院又は診療所に入院した日のうちに、当該病院又

は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供

していること。 

※入院日以前の情報提供を含む 

※営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合は、入

院日の翌日を含む。 

※（Ⅰ）・（Ⅱ）の同時算定は不可。 

入院時情報連携加算(Ⅱ) ２，０００円 

利用者が病院又は診療所に入院した日の翌日又は翌々日に、

当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な

情報を提供していること。 

※営業時間終了後に入院した場合であって、入院日から起算

して 3 日目が営業日でない場合は、その翌日を含む。 

※（Ⅰ）・（Ⅱ）の同時算定は不可。 

退院・退所加算（Ⅰ） 

カンファレンスの参加 無 

連携１回 

４，５００円 

連携２回 

６，０００円 

医療機関や介護保険施設等を退院・退所し、居宅サービス等

を利用する場合において、退院・退所にあたって医療機関等

の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報を得た上で

ケアプランを作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を

行った場合に算定する。ただし、「連携３回」を算定できるの

は、そのうち１回以上について入院中の担当医等との会議（退

院時カンファレンス等）に参加して、退院・退所後の在宅で

の療養上必要な説明を行った上でケアプランを作成し居宅サ

ービス等の利用に関する調整を行った場合に限る。  

※ 入院又は入所期間中につき１回を限度。また、初回加算と

の同時算定不可。 

退院・退所加算（Ⅱ、Ⅲ） 

カンファレンスの参加 有 

 

連携１回 

６，０００円 

連携２回 

７，５００円 

連携３回 

９，０００円 

特定事業所加算(Ⅱ) ４，２１０円 

① 常勤専従の主任介護支援専門員を 1 名以上配置。 

（利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合
は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又
は、同一敷地内にある他の事業所の職務と兼務しても差し支
えない） 

② 常勤専従の介護支援専門員を３名以上配置。 

（利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合
は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又
は、同一敷地内にある指定介護予防支援事業所の職務と兼務
しても差し支えない） 

③ 利用者情報等の伝達等のための会議を定期的に開催。 

④ ２４時間連絡体制と利用者等の相談対応体制の確保。 

⑤ 計画的な研修を実施。 
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⑥ 地域包括支援センターからの困難事例への対応。 

⑦ 家族に対する介護等を日常的に行っている児童や障害者、

生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に

関する知識等に関する事例検討会や研修等に参加。 

⑧ 特定事業所集中減算の不適用。 

⑨ 指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提
供を受ける利用者数が当該指定居宅介護支援事業所の介
護支援専門員１人当たりの４5 名未満。 

⑩ ケアマネジメント技術に関する実習に協力又は協力体制 

を確保。 

⑪ 他法人が運営する居宅介護支援事業者と共同の事例検討 

会、研究会の実施。 

⑫ 必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援サービス 

（インフォーマルサービス含む）が包括的に提供されるよ 

うな居宅サービス計画を作成している事。 

通院時情報連携加算   ５００円 

利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の

心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師等か

ら利用者に関する必要な情報提供を受けた上でケアプランに

記録した場合 

〇その他 

※退院時、一連のケアマネジメント業務を行ったが利用者の死亡により給付に至らなかった場合でも
下記に記した要件を満たす場合は居宅介護支援費を算定させていただく事があります。 

≪算定要件≫ 

・モニタリング等の必要なケアマネジメント業務を行い、給付管理票の（原案の）作成など、請
求にあたって必要な書類の整備を行っていること。 

・居宅介護支援費を算定した旨を適切に説明できるよう、個々のケアプラン等において記録で残
しつつ、居宅介護支援事業所において、それらの書類等を管理しておくこと 

 

②近隣市町村以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合、支援活動に係る

交通費の実費をいただく場合があります。 

実施地域・・・鹿屋市及び肝付町（旧高山町）、東串良町、大崎町とします。 

 ③介護保険料の滞納がある場合は、サービス利用料金を全額負担していただく場合があります。 

 

６．サービスの利用に関する留意事項 

（１）サービス提供を行う介護支援専門員 

サービス提供時に、担当の介護支援専門員を決定します。 

介護支援専門員一人当たりの担当者人数は、原則４４人までとします。 

（指定介護予防支援を行う場合にあって、当該事業所における指定居宅介護支援の利用者の数に当該事

業所における指定介護予防支援の利用者の数に３分の１を乗じた数を加えた数） 

 

（２）介護支援専門員の交替 

① 事業者からの介護支援専門員の交替 

事業者の都合により、介護支援専門員を交替することがあります。 

介護支援専門員を交替する場合は、ご契約者に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分

に配慮するものとします。 
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② ご契約者からの交替の申し出 

選任された介護支援専門員の交替を希望する場合には、介護支援専門員が業務上不適当と認められ

る事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して介護支援専門員の交替を申し出る

ことができます。ただし、ご契約者から特定の介護支援専門員の指名はできません。  

 

 

７．守秘義務 

（１）事業者、介護支援専門員または従業員は、居宅介護支援サービスを提供するうえで知り得たご契

約者及びその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契

約の終了後も継続します。 

（２）事業者は事業者の従業員が退職後、在職中に知り得たご契約者及びご契約者の家族の秘密を漏洩

することがないよう必要な措置を講じます。 

（３）事業者は、ご契約者の個人情報を用いる場合はご契約者又はご契約者の家族の同意を得て、サー

ビス担当者会議等において用いるものとします。 

 

 

８．記録の作成・交付 

（１）ご契約者に提供した居宅介護支援サービスについて記録を作成し、その完結の日から 5 年間保管

するとともに、ご契約者又はご家族に対して閲覧、複写物の交付に応じます。 

   ただし、複写物の交付に際しては実費をいただくことがあります。 

 

 

９．損害賠償 

 事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠償いたします。

守秘義務に違反した場合も同様とします。 

 ただし、その損害の発生について、ご契約者に故意又は過失が認められる場合には、ご契約者の置か

れた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償責任を減じる場合があります。 

 

 

１０．事故発生時の対応 

  利用者の心身の状況に異変その他の緊急事態が生じたときは、速やかに主治医あるいは協力医療機関に 

 連絡し、適切な措置を講じます。 

 

 

１１．苦情の受付について 

（１）苦情の受付 

当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

 ○ 苦情受付窓口 ： 担当者（介護支援専門員） 

 

    ○ 解決責任者 ： 所 長  西丸 晴彦 

       

    ○ 受 付 時 間 ： 毎週月曜日～土曜日（８：３０～１７：３０） 

 

    ○ 電 話 番 号 ： ０９９４－６２－８８８１ 
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（２）第三者委員による苦情受付 

○ 末吉 良夫                      【℡：0994－63－5774】 

○ 福園 芳信             【℡：0994－63－9170】 

○ 竹之内 綾子            【℡：0994－31－4555】 

 

（３）行政機関その他苦情受付機関 

鹿屋市役所 

高齢福祉課介護福祉係 

鹿屋市共栄町２０番１号 

ＴＥＬ ０９９４－４３－２１１１ 

ＦＡＸ ０９９４－４１－２００１ 

国民健康保険団体連合会 

介護保険課介護相談室 

鹿児島市鴨池新町７番４号 鹿児島県市町村自治会館

内  

 ＴＥＬ ０９９－２１３－５１２２ 

 ＦＡＸ ０９９－２５０－４３０７ 

 

鹿児島県社会福祉協議会 

福祉サービス運営適正化委員会 

 

鹿児島市鴨池新町１番７号 鹿児島県社会福祉センタ

ー内 

 ＴＥＬ ０９９－２８６－２２００ 

 ＦＡＸ ０９９－２５７－５７０７ 

大隅地域振興局 

地域保健福祉課 

鹿屋市打馬二丁目１６－６（大隅地域振興局本庁舎本館

2 階） 

ＴＥＬ ０９９４－５２－２１２４ 

 ＦＡＸ ０９９４－５２－２１２０ 

大崎町役場 

保健福祉課 

曽於郡大崎町仮宿１０２９番地  

 ＴＥＬ ０９９－４７６－１１１１（代表） 

 ＦＡＸ ０９９－４７６－３９７９ 

肝付町役場 

福祉課介護保険係 

肝属郡肝付町新富９８ 

ＴＥＬ ０９９４－６５－８４１３ 

 ＦＡＸ ０９９４－６５－２５１７ 

東串良町役場 

福祉課 

肝属郡東串良町川西１５４３ 

ＴＥＬ ０９９４－６３－３１３１（代表） 

 ＦＡＸ ０９９４－６３－３１３８ 
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１２．虐待防止・身体拘束のための措置 

 （１）虐待の防止の指針に基づき対策を行います。 

 （２）虐待の発生または、その再発を防止するための対策を講じるための委員会を設置し研

修等を行います。 

（３）虐待の発生または、再発を防止するための委員会を開催し、虐待を発見した場合は速

やかに市町村へ通報し、ご契約者の安全に努めます。 

（４）事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得

ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」

という。）は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、そ

の際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。 

 

 

１３．感染症の予防及びまん延防止のための措置 

 （１）感染症の予防及びまん延防止の指針に基づき対策を行います。 

 （２）感染症の発生または、感染症のまん延を防止するための対策を講じるための委員会を

設置し研修や訓練等を行います。 

 

 

１４．サービス・契約の終了及び解除について 

  次の事項のいずれかに該当する場合には、本契約を終了します。 

（１） ご契約者が死亡した場合 

（２） 要介護認定よりご契約者の心身の状況が自立と判定された場合 

（３） ご契約者が介護保険施設に入所した場合 

（４） 第 5 条（利用契約書）に基づき、ご契約者から解約の申し入れがあった場合 

（５） 第６条（利用契約書）に基づき、本契約の解除の要件に該当した場合 

① ご契約者または、ご家族の非協力により信頼関係を損壊する行為や社会通念を超え

た苦情やハラスメント行為等により、当事業所及び介護支援専門員の業務遂行に支

障をきたす場合は関係機関へ相談を行い、契約の解除をさせて頂くことがあります。 

② 以下のような行為があり、ハラスメント行為に該当するとみなされる場合は契約の

解除を検討させて頂きます。  

・暴力又は乱暴な言動（恫喝や恐喝）。 

・セクシャルハラスメント（体を触る、性的な卑猥な言動） 

 

 

１５．業務継続計画（BCP）の策定について 

  事業所は感染症や自然災害に対する業務継続計画（BCP）を策定し、対策を講じ、ご家族  

 や地域、行政等と協力して、ご契約者の安全の確保と業務継続に努め、有事の際には指針に

基づく対応を行います。 
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令和  年  月  日 

 

 

指定居宅介護支援サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

  

  以和貴苑指定居宅支援事業所 

 

説明者職名   介護支援専門員 

       

氏   名                印 

 

  

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定居宅介護支援サービスの提供開始に

同意しました。 

 

当事業所が作成したケアプラン（前 6 ヵ月間）の各サービス種別と各事業所の提供割合について

別紙にて説明を受けたので同意します。 

 

利用者住所      

 

 

氏   名                     印 

 

 

 

     代理人住所    

 

     氏   名                     印 

 

     続   柄 

          


